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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）２０℃における水溶解度が５ｐｐｍ以上である農薬活性成分　０．１～４０重量％
、
（ｂ）ＨＬＢが１０以下で炭素数が２０～１５０の脂肪酸エステル　０．１～３０重量％
、
（ｃ）セルロ－ス、メチルセルロ－ス、エチルセルロ－ス、アルギン酸ナトリウム、アル
ギン酸アンモニウム、アルギン酸プロピレングリコ－ルエステル、ポリビニルアルコ－ル
、ポリエチレンオキサイド、ポリエチレングリコ－ル、エチレン－プロピレンブロックポ
リマ－、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル樹脂、アクリル
酸樹脂、酢酸ビニル－アクリル酸樹脂、エチレン－酢酸ビニル樹脂、メタアクリル酸樹脂
、エチレン－アクリル酸樹脂、スチレン－アクリル酸樹脂、レジン樹脂およびウレタン樹
脂から選ばれる少なくとも１種の粘結剤　０．１～３０重量％、ならびに
（ｄ）担体　０．１～９０重量％
を含有することを特徴とする溶出が制御された農薬製剤。
【請求項２】
　農薬活性成分（ａ）がクロチアニジンである請求項１に記載の農薬製剤。
【請求項３】
　脂肪酸エステル（ｂ）がショ糖脂肪酸エステル、多価アルコール脂肪酸エステルおよび
グリセリン脂肪酸エステルより選ばれる少なくとも１種である請求項１に記載の農薬製剤
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。
【請求項４】
　脂肪酸エステル（ｂ）がショ糖ポリステアリン酸エステル、ショ糖ジステアリン酸エス
テル、ショ糖ポリパルミチン酸エステル、ショ糖ポリラウリル酸エステル、ショ糖ポリオ
レイン酸エステル、ソルビタントリステアリン酸エステル、ソルビタンジステアリン酸エ
ステル、ソルビタンモノステアリン酸エステル、ソルビタントリオレイン酸エステル、ソ
ルビタンモノオレイン酸エステル、グリセリンモノ・ジステアリン酸エステル、グリセリ
ンモノステアリン酸エステル、グリセリンモノ・ジオレイン酸エステル、グリセリンモノ
オレイン酸エステルおよびグリセリンステアリン酸・オレイン酸エステルより選ばれる少
なくとも１種である請求項１に記載の農薬製剤。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の農薬製剤を水田またはイネ育苗箱に施用すること
を特徴とする農薬の施用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２０℃における水溶解度が５ｐｐｍ以上の農薬活性成分の溶出が制御された
農薬製剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水田に施用される農薬製剤として、農薬活性成分の水中への溶出を制限するための溶出
制御剤を含有する各種の農薬製剤が知られている。例えば、粒状農薬組成物に疎水性物質
を含浸させ、更にまわりを疎水性の微粉で被覆してなる徐放性農薬製剤（特許文献１）、
水不溶性アルギン酸塩で被覆してなる粒状農薬組成物（特許文献２）、除草性化合物およ
びワックス状物質からなる粒子を内核粒とし、その表面に除草性化合物を付着させた粒剤
（特許文献３）、熱硬化性樹脂を主成分とする樹脂被膜により農薬製剤を被覆してなる被
覆農薬製剤（特許文献４）、農薬活性成分とエチレン・アクリル酸共重合体エマルション
またはパラフィンおよび石油樹脂エマルションを必須成分とする練り込み粒剤（特許文献
５）等が報告されている。
【０００３】
　しかしながら、これらの製剤は溶出制御の機能を付与するために被覆などの多段階の造
粒工程を必要とするなど通常の造粒技術に比べ多大な作業を伴う上に、大幅な製造コスト
の上昇が避けられない。
【０００４】
　また、水易容性殺虫剤原体を難水溶性の脂肪酸エステルに溶解し、担体に含浸してなる
農薬粒剤（特許文献６）が報告されているが、該粒剤は水分量が少ない畑地に土壌施用す
るためのものであって、湛水下の水田にまたは散水されるイネ育苗箱に施用するための農
薬製剤として開発されたものではない。
【０００５】
【特許文献１】特開平２－２８６６０２号公報
【特許文献２】特開平７－１０１８０４号公報
【特許文献３】特開平９－１１０６０５号公報
【特許文献４】特開平１１－５７０４号公報
【特許文献５】特開２００１－５５３０３号公報
【特許文献６】特開２０００－１７８１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、水田やイネ育苗箱に施用した際に、農薬活性成分の水中への溶出が制
御され、農薬活性成分の効果を長期にわたり発揮させることができる農薬製剤を提供する
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ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記の如き目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、今回、２０℃におけ
る水溶解度が５ｐｐｍ以上である農薬活性成分を、ＨＬＢが１０以下で炭素数が２０～１
５０の脂肪酸エステル、粘結剤および担体と組み合わせて粒剤化すると、農薬活性成分の
水中への溶出が制御されて、農薬活性成分の効果を長期間にわたり発揮させることができ
る農薬製剤が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　かくして、本発明は、
（ａ）２０℃における水溶解度が５ｐｐｍ以上である農薬活性成分　０．１～４０重量％
、
（ｂ）ＨＬＢが１０以下で炭素数が２０～１５０の脂肪酸エステル　０．１～３０重量％
、
（ｃ）粘結剤　０．１～３０重量％、および
（ｄ）担体　０．１～９０重量％
を含有することを特徴とする溶出が制御された農薬製剤を提供するものである。
【０００９】
　以下、本発明の溶出が制御された農薬製剤について、さらに詳細に説明する。
【発明の実施の形態】
【００１０】
農薬活性成分（ａ）
　本発明の溶出が制御された農薬製剤における農薬活性成分（ａ）としては、殺虫剤、殺
菌剤、除草剤、植物成長調節剤などの一般に農薬的に活性な成分が包含され、本発明では
、このうち、２０℃における水溶解度が５ｐｐｍ以上、特に２０ｐｐｍ以上である水に易
溶解性の農薬活性成分が対象となる。
【００１１】
　上記殺虫剤としては、例えば、（Ｅ）－１－（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－
イルメチル）－３－メチル－２－ニトログアニジン（一般名クロチアニジン）、（ＲＳ）
－１－メチル－２－ニトロ－３－［（３－テトラヒドロフリル）メチル］グアニジン（一
般名ジノテフラン）、Ｎ－［３－（６－クロロピリジン－３－イルメチル）チアゾリジン
－２－イリデン］シアナミド（一般名チアクロプリド）、３－（２－クロロチアゾール－
５－イルメチル）－５－メチル－１，３，５－オキサジアジナン－４－イリデン－Ｎ－（
ニトロ）アミン（一般名チアメトキサム）、１－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－
Ｎ－ニトロイミダゾリジン－２－イリデンアミン（一般名イミダクロプリド）、（Ｅ）－
Ｎ－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－Ｎ－エチル－Ｎ’－メチル－２－ニトロビニ
リデンジアミン（一般名ニテンピラム）、（±）－５－アミノ－（２，６－ジクロロ－α
，α，α－トリフルオロ－ｐ－トリル）－４－トリフルオロメチルスルフィニルピラゾー
ル－３－カルボニトリル（一般名フィプロニル）などが挙げられる。
【００１２】
　上記殺菌剤としては、例えば、（２Ｅ）－２－（メトキシイミノ）－２－｛２－〔（３
Ｅ，５Ｅ，６Ｅ）－５－（メトキシイミノ）－４，６－ジメチル－２，８－ジオキサ－３
，７－ジアザノナ－３，６－ジエン－１－イル〕フェニル｝－Ｎ－メチルアセタミド（一
般名オリサストロビン）、５－メチル－１，２，４－トリアゾロ〔３，４－ｂ〕ベンゾチ
アゾール（一般名トリシクラゾール）、１，２，５，６－テトラヒドロピロロ〔３，２，
１－ｉｊ〕キノリン－４－オン（一般名ピロキロン）、（１ＲＳ，３ＳＲ）－２，２－ジ
クロロ－Ｎ－〔１－（４－クロロフェニル）エチル〕－１－エチル－３－メチルシクロプ
ロパンカルボキサミド（一般名カルプロパミド）、３’－イソプロポキシ－２－メチルベ
ンズアニリド（一般名メプロニル）、α，α，α－トリフルオロ－３’－イソプロポキシ
－ｏ－トルアニリド（一般名フルトラニル）、（ＲＳ）－５－クロロ－Ｎ－（１，３－ジ
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ヒトロ－１，１，３－トリメチルイソベンゾフラン－４－イル）－１，３－ジメチルピラ
ゾール－４－カルボキサミド（一般名フラメトピル）、２’６’－ジブロモ－２－メチル
－４’－トリフルオロメトキシ－４－トリフルオロメチル－１，３－チアゾール－５－カ
ルボキスアニリド（一般名チフルザミド）、メチル＝（Ｅ）－２［２－｛６－（２－シア
ノフェノキシ）ピリミジン－４－イルオキシ｝フェニル］－３－メトキシアクリラート（
一般名アゾキシストロビン）、メチル＝（Ｅ）－２－メトキシイミノ〔α－（ｏ－トリル
オキシ）ｏ－トリル〕アセタート（一般名クレソキシムメチル）、（Ｅ）－２－メトキシ
イミノ－Ｎ－メチル－２－（２－フェノキシフェニル）アセトアミド（一般名メトミノス
トロビン）、３，４，５，６－テトラクロロ－Ｎ－（２，３－ジクロロフェニル）フタル
アミド酸（一般名テクロフタラム）、３－アリルオキシ－１，２－ベンゾイソチアゾール
－１，１－ジオキシド（一般名プロベナゾール）、ジイソプロピル－１，３－ジチオラン
－２－イリデン－マロネート（一般名イソプロチオラン）、（Ｚ）－２’メチルアセトフ
ェノン＝４，６－ジメチルピリミジン－２－イルヒドラゾン（一般名フェリムゾン）など
が挙げられる。
【００１３】
　上記除草剤としては、例えば、１－（３－クロロ－４，５，６，７－テトラヒドロピラ
ゾロ〔１，５－ａ〕ピリジン－２－イル）－５－〔メチル（プロパ－２－イニル）アミノ
〕ピラゾール－４－カルボニトリル（一般名ピラクロニル）、２－メチル－４－クロロフ
ェノキシ酪酸エチルエステル（一般名ＭＣＰＢエチルエステル）、α－（２－ナフトキシ
）プロピオンアニリド（一般名ナプロアニリド）、Ｓ－（４－クロロベンジル）－Ｎ，Ｎ
－ジエチルチオカーバメート（一般名チオベンカルブ）、Ｓ－ベンジル＝１，２－ジメチ
ルプロピル（エチル）チオカーバメート（一般名エスプロカルブ）、Ｓ－エチルヘキサヒ
ドロ－１Ｈ－アゼピン－１－カーボチオエート（一般名モリネート）、Ｓ－１－メチル－
１－フェニルエチル＝ピペリジン－１－カルボチオアート（一般名ジメピペレート）、３
，４－ジクロロプロピオンアニリド（一般名ＤＣＰＡ）、２－クロロ－２’６’－ジエチ
ル－Ｎ－（２－プロポキシエチル）アセトアニリド（一般名プレチラクロール）、２－ク
ロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メチルエチル）－６’－メチルアセトア
ニリド（一般名メトラクロール）、２－クロロ－Ｎ－（３－メトキシ－２－テニル）－２
’６’－ジメチルアセトアニリド（一般名テニルクロール）、（ＲＳ）－２－ブロモ－Ｎ
－（α，α－ジメチルベンジル）－３，３－ジメチルブチルアミド（一般名ブロモブチド
）、２’，４’－ジフルオロ－２－（α，α，α－トリフルオロ－ｍ－トリルオキシ）ニ
コチンアニリド（一般名ジフルフェニカン）、２－ベンゾチアゾール－２－イルオキシ－
Ｎ－メチルアセトアニリド（一般名メフェナセット）、２－（α－ナフトキシ）－Ｎ，Ｎ
－ジエチルプロピオンアミド（一般名ナプロパミド）、Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－メシチル
スルホニル－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－カルボキサミド（一般名カフェンス
トロール）、メチル＝α－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルカルバモイルスル
ファモイル）－ｏ－トルアート（一般名ベンスルフロンメチル）、１－（４，６－ジメト
キシピリミジン－２－イル）－３－（２－エトキシフェノキシスルホニル）尿素（一般名
エトキシスルフロン）、エチル＝５－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルカルバ
モイルスルファモイル）－１－メチルピラゾール－４－カルボキシラート（一般名ピラゾ
スルフロン）、１－（２－クロロイミダゾ〔１，２－ａ〕ピリジン－３－イルスルホニル
）－３－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イル）尿素（一般名イマゾスルフロン）
、メチル＝２－（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イルオキシ）－６－（１－メトキ
シイミノエチル）ベンゾエート（一般名ピリミノバックメチル）、２－メチルチオ－４，
６－ビス（エチルアミノ）－１，３，５－トリアジン（一般名シメトリン）、２－メチル
チオ－４－エチルアミノ－６－（１，２－ジメチルプロピルアミノ）－ｓ－トリアジン（
一般名ジメタメトリン）、２，３－ジヒドロ－３，３－ジメチルベンゾフラン－５－イル
＝エタンスルホネート（一般名ベンフレセート）などが挙げられる。
【００１４】
　上記植物成長調節剤としては、例えば、イナベンフィド、パクロブトラゾール、ウニコ
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ナゾールまたはトリアペンテノール系などが挙げられる。
【００１５】
　さらに、例えば、「農薬ハンドブック２００５年版」（財団法人　日本植物防疫協会　
２００５年１０月発行）、「Ｔｈｅ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ　Ｆｏｕｒｔｅ
ｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ」（Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏ
ｕｎｃｉｌ　２００６年発行）などの文献に記載されている、２０℃における水溶解度が
５ｐｐｍ以上である農薬も本発明の農薬活性成分（ａ）として使用することができる。こ
れらの農薬活性成分はそれぞれ単独でまたは２種以上組み合わせて使用することができる
。
【００１６】
　農薬活性成分（ａ）の本発明の農薬製剤中における含有量は、特に制限されず、農薬活
性成分の種類などに応じて広範囲に変えることができるが、農薬製剤の重量を基準にして
、一般に０．１～４０重量％、好ましくは０．５～２０重量％の範囲内であることができ
る。
【００１７】
脂肪酸エステル（ｂ）
　本発明の溶出が制御された農薬製剤における脂肪酸エステル（ｂ）は、下記の式で示さ
れるＨＬＢ値（Ｈｙｄｒｏｐｈｉｌｅ－Ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅ　Ｖａｌｕ
ｅ）が１０以下、好ましくは６以下で炭素数が２０～１５０の脂肪酸エステルである。
　ここで、ＨＬＢは下記のグリフィンの式により算出される値である。
【００１８】
　　　ＨＬＢ＝２０（１－Ｓ／Ａ）　　　　
　　　式中、Ｓはエステルのけん化価を表し、Ａは脂肪酸の酸価を表す。
【００１９】
　かかる炭素数が２０～１５０、好ましくは３０～１００の脂肪酸エステルとしては、具
体的には、ショ糖脂肪酸エステル、多価アルコール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エ
ステルなどが挙げられる。
【００２０】
　上記ショ糖脂肪酸エステルとしては、例えば、ショ糖ポリステアリン酸エステル（ＨＬ
Ｂ＝１）、ショ糖ジステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝６）、ショ糖ポリパルミチン酸エス
テル（ＨＬＢ＝１）、ショ糖ポリラウリル酸エステル（ＨＬＢ＝１）、ショ糖ポリオレイ
ン酸エステル（ＨＬＢ＝１）などが挙げられる。
【００２１】
　上記多価アルコール脂肪酸エステルとしては、例えば、ソルビタントリステアリン酸エ
ステル（ＨＬＢ＝２．１）、ソルビタンジステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝４．４）、ソ
ルビタンモノステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝４．７）、ソルビタントリオレイン酸エス
テル（ＨＬＢ＝１．８）、ソルビタンモノオレイン酸エステル（ＨＬＢ＝４．３）などが
挙げられる。
【００２２】
　上記グリセリン脂肪酸エステルとしては、例えば、グリセリンモノ・ジステアリン酸エ
ステル（ＨＬＢ＝２．８）、グリセリンモノステアリン酸エステル（ＨＬＢ＝３．８）、
グリセリンモノ・ジオレイン酸エステル（ＨＬＢ＝２．８）、グリセリンモノオレイン酸
エステル（ＨＬＢ＝３．５）、グリセリンステアリン酸・オレイン酸エステル（ＨＬＢ＝
３．０）などが挙げられる。
【００２３】
　これらの脂肪酸エステルはそれぞれ単独でまたは２種以上組み合わせて使用することが
できる。
【００２４】
　脂肪酸エステル（ｂ）の本発明の農薬製剤中における含有量は、特に制限されないが、
農薬製剤の重量を基準にして、一般に０．１～３０重量％、好ましくは０．５～２０重量
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％の範囲内であることができる。
【００２５】
粘結剤（ｃ）
　本発明の溶出が制御された農薬製剤における粘結剤（ｃ）としては、例えば、セルロ－
ス、メチルセルロ－ス、エチルセルロ－ス、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸アンモニ
ウム、アルギン酸プロピレングリコ－ルエステル、ポリビニルアルコ－ル、ポリエチレン
オキサイド、ポリエチレングリコ－ル、エチレン・プロピレンブロックポリマ－、ポリア
クリル酸ナトリウム、ポリビニルピロリドン、酢酸ビニル樹脂、アクリル酸樹脂、酢酸ビ
ニル・アクリル酸樹脂、エチレン－酢酸ビニル樹脂、メタアクリル酸樹脂、エチレン－ア
クリル酸樹脂、スチレン－アクリル酸樹脂、レジン樹脂、ウレタン樹脂などが挙げられ、
中でも、ポリビニルアルコ－ル、酢酸ビニル樹脂およびエチレン－酢酸ビニル樹脂が好適
である。
【００２６】
　これらの粘結剤はそれぞれ単独でまたは２種以上組み合わせて使用することができる。
【００２７】
　本発明の農薬製剤中における粘結剤（ｃ）の含有量は、特に制限されないが、農薬製剤
の重量を基準にして、一般に０．１～３０重量％、好ましくは１～２０重量％の範囲内で
あることができる。
【００２８】
担体（ｄ）
　本発明の溶出が制御された農薬製剤における担体（ｄ）としては、無機担体として、例
えば、クレー、ベントナイト、タルク、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム、ジークライト
、セリサイト、酸性白土、珪石、珪藻土、軽石、ゼオライト、バーミキュライト、ホワイ
トカーボン、パーライト、アタパルジャイトなど；有機担体として、例えば、小麦粉、フ
スマ、米粉、米糠、木粉、セルロース、乳華などが挙げられる。
【００２９】
　これらの担体はそれぞれ単独でまたは２種以上組み合わせて使用することができる。
【００３０】
　担体（ｄ）の本発明の農薬製剤中における含有量は、特に制限されないが、農薬製剤の
重量を基準にして、一般に０．１～９０重量％、好ましくは１～７０重量％の範囲内であ
ることができる。
【００３１】
　本発明の農薬製剤には、以上述べた成分以外に、任意成分として、例えば、本発明の農
薬製剤中で農薬活性成分を安定に保つ目的でおよび／または造粒する際の造粒性などを向
上させる目的で、必要に応じて、界面活性剤、補助剤などを含有せしめることができる。
【００３２】
　上記界面活性剤としては、例えば、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレ
ンスルホン酸塩、ナフタレンスルホン酸塩ホルマリン縮合物、ジアルキルスルホサクシネ
－ト、リグニンスルホン酸塩、α－オレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、ポ
リスチレンスルホン酸塩、アルキルエーテルサルフェート塩、ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテルサルフェート塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルサルフェート
塩、ポリオキシエチレンポリスチリルフェニルエーテルサルフェート塩、ポリオキシエチ
レンアルキルエーテルホスフェート塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルホ
スフェート塩、ポリオキシエチレンポリスチリルフェニルエーテルホスフェート塩、ポリ
オキシエチレンポリオキシプロピレンサルフェート塩、脂肪酸塩、イソブチレン－マレイ
ン酸共重合体塩、スチレン－マレイン酸共重合体塩、ポリアクリル酸塩などの陰イオン界
面活性剤；ポリオキシエチレンアルキルエ－テル、ポリオキシエチレンアルキルフェニル
エ－テル、ポリオキシエチレンスチルフェニルエ－テル、ポリオキシエチレンスチルフェ
ニルエ－テルポリマー、ポリオキシエチレンソルビタンアルキルエステル、ポリオキシエ
チレンポリオキシプロピレンブロックホリマー、ポリオキシエチレンアルキルエステル、
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ポリオキシエチレンアルキルアミンなどの非イオン界面活性剤が挙げられる。
【００３３】
　上記補助剤としては、例えば、トリフェニルホスファイト、フェニルジイソデシルホス
ファイト、サイクリックネオペンタンテトライルビスなどの酸化防止剤；クエン酸、リン
酸、炭酸マグネシウムなどのｐＨ調整剤などが挙げられる。
【００３４】
　上記任意成分は、それぞれ単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができ、
本発明の農薬製剤におけるそれらの配合量は、特に制限されないが、農薬製剤の重量を基
準にして、合計で、通常０．１～５０重量％、好ましくは０．５～３０重量％の範囲内で
あることができる。
【００３５】
　本発明の農薬製剤の製剤形態としては、特に、粒剤が好ましい。粒剤は、農薬の製剤化
において通常用いられる造粒法、例えば、押し出し造粒法、転動造粒法、転動流動造粒法
、流動層造粒法、圧縮造粒法、攪拌混合造粒法、被覆造粒法、打錠法などにより調製する
ことができる。
【００３６】
　上記押し出し造粒法は、例えば、農薬活性成分（ａ）、脂肪酸エステル（ｂ）、粘結剤
（ｃ）、担体(ｄ)および任意成分（界面活性剤、補助剤）を混合し、その混合物を加水混
練し、押し出し造粒機にて造粒後、整粒、乾燥し篩い分けすることにより調製することが
できる。
【００３７】
　上記被覆造粒法は、例えば、農薬活性成分（ａ）、粘結剤（ｃ）、担体（ｄ）および任
意成分（界面活性剤、補助剤）を混合し、その混合物を加水混練し、押し出し造粒機にて
造粒後、整粒、乾燥し篩い分けをして得た基粒に、脂肪酸エステルを吸着させることによ
り調製することができる。
【００３８】
　本発明により提供される農薬製剤は、通常の農薬製剤と同様に水田やイネ育苗箱に施用
することができ、その施用量は、特に制限されるものではなく、広範囲に変えることがで
き、例えば、水田に施用する場合には、粒剤を１０アールあたり一般に０．１ｋｇ～５ｋ
ｇ、好ましくは０．５ｋｇ～３ｋｇ、そしてイネ育苗箱に施用する場合には、粒剤を１箱
あたり一般に１０ｇ～５００ｇ、好ましくは５０ｇ～３００ｇ投与することができる。
【実施例】
【００３９】
　以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに
限定されるものではない。
【００４０】
実施例１
　（Ｅ）－１－（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イルメチル）－３－メチル－２
－ニトログアニジン（一般名：クロチアニジン、水溶解度：３２７ｐｐｍ／２０℃）１．
６２重量％、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンサルフェート・リグニンスルホン
酸・ナフタレンスルホン酸縮合物金属塩配合品１．０重量％、ポリビニルアルコール２．
０重量％、酢酸ビニル樹脂エマルション（５０％品）６．０重量％およびクレー９２．３
８重量％を混合容器に秤り込み、万能混合機で５分間混合し、この混合物１００質量％に
対して水１３重量％を添加した後、更に５分間混練する。この混練物を１．０ｍｍ径のス
クリーンを付けたバスケット型造粒機（畑鉄工所株式会社製）で造粒し、整粒後の粒を乾
燥し、得られた粒を篩い分け（１．６８～０．５０ｍｍ）して基粒を得る。この基粒９５
重量％に加温溶解したショ糖ポリステアリン酸エステル５重量％を吸着させ農薬製剤を得
る。
【００４１】
実施例２
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　実施例１で得られた基粒９５重量％に加温溶解したショ糖ポリステアリン酸エステル５
重量％を吸着させ農薬製剤を得る。
【００４２】
実施例３
　実施例１で得られた基粒９５重量％に加温溶解したソルビタンモノステアリン酸エステ
ル５重量％を吸着させ農薬製剤を得る。
【００４３】
実施例４
　実施例１で得られた基粒９５重量％に加温溶解したソルビタンモノラウリン酸エステル
５重量％を吸着させ農薬製剤を得る。
【００４４】
実施例５
　実施例１で得られた基粒９５重量％に加温溶解したグリセリンモノステアリン酸エステ
ル５重量％を吸着させ農薬製剤を得る。
【００４５】
実施例６
　実施例１で得られた基粒９５重量％に加温溶解したグリセリンモノラウリン酸エステル
５重量％を吸着させ農薬製剤を得る。
【００４６】
比較例１
　（Ｅ）－１－（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イルメチル）－３－メチル－２
－ニトログアニジン（一般名：クロチアニジン、水溶解度：３２７ｐｐｍ／２０℃）１．
６２重量％、ポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレンサルフェート・リグニンスルホ
ン酸・ナフタレンスルホン酸縮合物金属塩配合品１．０重量％、ポリビニルアルコール２
．０重量％、酢酸ビニル樹脂エマルション（５０％品）６．０重量％およびクレー９２．
３８重量％を混合容器に秤り込み、万能混合機で５分間混合し、この混合物１００質量％
に対して水１３重量％を添加した後、更に５分間混練する。この混練物を１．０ｍｍ径の
スクリーンを付けたバスケット型造粒機（畑鉄工所株式会社製）で造粒し、整粒後の粒を
乾燥し、得られた粒を篩い分け（１．６８～０．５０ｍｍ）して農薬製剤を得る。
【００４７】
　次に、本発明の効果を確認するため、実施例１～６の農薬製剤および比較例１の農薬製
剤について、以下の試験例１を実施した。
【００４８】
　試験例１（水中溶出性試験）
　５００ｍｌビーカーに２０℃３度硬水２５０ｍｌを入れ、実施例１～６および比較例１
で調製した農薬製剤各２０ｍｇを添加する。２４時間後にビーカー中央部から１ｍｌ採水
する。また、ビーカー中の農薬活性成分を含む溶液を超音波により十分分散させた後、１
ｍｌ採水する。これら採水した溶液中の農薬活性成分濃度を液体クロマトグラフィーで測
定した。測定後、下記の式を用いて水中溶出率を算出した。その結果を表１に示す。
【００４９】
　　　　水中溶出率（％）＝（Ｃｔ／Ｃｘ）×１００
　　　　　　Ｃｔ：散布２４時間後の農薬活性成分濃度、
　　　　　　Ｃｘ：ビーカーごと超音波で十分に分散させた農薬活性成分濃度。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
　上記表１の結果から、本発明の農薬製剤は、比較例の農薬製剤に比べて、農薬活性成分
の水中への溶出が抑制されていることは明らかである。
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